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は じ め に

ここ数年において，わが国の企業を取り巻く経済環境の変化は著しい。

それに対応して，わが国の企業の多くは海外取引の拡大，海外生産拠点の

拡張，海外企業の合併・買収等の事業活動をグローバルに展開してきてい

る。このような企業経営の多角化，国際化の実態を財務諸表に適切に反映

させるため，1997年に FASBと IASCから，セグメント情報の開示に関し

て，従来の会計基準を抜本的に見直した新たな会計基準が相次いで公表さ

れた。

このような状況下において，キャッシュ・フロー計算書におけるセグメ

ント情報の必要性と，その有用性について検討してみる。そのためには，

セグメント情報の開示が公表された経緯について，わが国，FASB，および

IASCを比較し検証してみる。ついで，わが国の企業のキャッシュ・フロー

計算書におけるセグメント情報の開示の実態を検証してみる。

１．セグメント情報開示の現状と課題

1-1導入の経緯

セグメント情報とは，売上高や営業損益，その他の財務情報を，事業の

種類別および地域別に分類したものである。セグメント情報の目的は，企

業経営の多角化，国際化の実態を財務諸表に適切に反映させることにある。

わが国においては，1988年に企業会計審議会から「セグメント情報の開示
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に関する意見書」並びに「セグメント情報の開示基準」が公表された
(1)

。わ

が国においては，同1988年に「有価証券の募集又は売出しの届出等に関す

る省令等の一部を改正する省令
(2)

」が公布された。それによって，1990年４

月１日以後に開始する事業年度から，事業の種類別および所在地別の売上

高，営業損益および海外売上高が有価証券届出書および有価証券報告書

（「有価証券報告書等」）の添付資料として連結情報のなかに記載すること

が要求された
(3)

。ただし，この時点においては，同省令附則６により，所在

地別の営業損益は，当分の間は記載しないことが認められた。また，同省

令附則7により，海外売上高には，当分の間，本国以外に所在する連結子会

社から本国への輸出高を含めることとされた。この省令により，わが国の

証券取引法に基づくことによりセグメント情報開示が制度化された。

1991年４月１日以後に開始する事業年度からは，セグメント情報は連結

財務諸表とともに有価証券報告書等の本体に組み込まれた
(4)

。1993年４月１

日以後に開始する連結会計年度にかかわる連結財務諸表からは，連結財務

諸表の注記事項となり
(5)

，監査の対象とされた
(6)

。このときから，1997年４月

１日以後に開始する連結会計年度にかかわる連結財務諸表での全面開示に

向けて，開示内容は段階的に拡充されることとなった。

1997年９月に，企業会計審議会から「連結財務諸表の見直しに関する意

見書」が公表され，わが国の証券取引法に基づくディスクロージャー制度

を連結情報について中心とした制度へ転換するとともに，セグメント情報

のより一層の充実をはかることが提言された。これを受けて，1999年3月30

日付で関連省令等の改正・新設が行われ，1999年４月１日以後に開始する

事業年度から連結情報を中心とした開示制度へと移行し，現在に至ってい

る。

現在わが国では，セグメント情報は証券取引法により提出が求められる

連結財務諸表および中間連結財務諸表の注記事項として開示が要求されて

いる。また，その作成方法と様式は，連結財務諸表規則（「連規
(7)

」）ならび

に同規則・記載様式（「連規様式」），中間連結財務諸表規則
(8)

ならびに同規則
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様式において規定されている。1995年に，日本公認会計士協会から公表さ

れた会計制度委員会報告第１号「セグメント情報の開示に関する会計手法」

（「会計手法」）は，これらの開示要件に基づく実務指針として今日のわが

国において機能している。さらに，わが国では企業内容等の開示に関する

内閣府令
(9)

に基づき，有価証券届出書，有価証券報告書および半期報告書に

おいて，連結財務諸表以外の部分でもセグメント情報の開示が要求されて

いる。

米国では，1960年代から SECへ提出が義務付けられている各種書類や株

主宛年次報告書のなかで，事業の種類別や顧客に関する情報の開示が要求

されてきた。1976年に，FASBから財務会計基準書第14号「企業のセグメ

ント別財務報告
(10)

」（「SFAS第14号」）が公表された。1977年には SECにお

いて，規則 Regulation S-Kが新設されて，SECへの提出書類や株主宛年

次報告書のなかで要求されるセグメント情報の作成に際して，SFAS第14

号に従わせる方向で統一化がはかられた。その後，SFAS第14号を部分的に

改定するための基準書が公表されたが，1997年６月には，それらを抜本的

に改訂した財務会計基準書第131号
(11)

（「SFAS第131号」）が公表されて今日

に至っている。

IASCにおいては，1981年に国際会計基準第14号「セグメント別財務情報

の報告
(12)

」を公表した。その後 IASCは1994年に，同基準に形式的な改訂を

施した改訂版
(13)

（「旧 IAS第14号」）を公表した。しかし，1997年８月に，旧

IAS第14号を抜本的に見直した国際会計基準第14号（1997年改訂）「セグメ

ント別報告
(14)

」（「IAS第14号」）を公表して現在に至っている。

IAS第14号と SFAS第131号は，いずれも営利目的の公開企業における

完全な一組の年次および中間財務諸表に対して適用される
(15)

。また，これら

の基準は個別財務諸表においても適用され，連結財務諸表と個別財務諸表

の双方が提出される場合には，連結財務諸表のみに適用される。わが国で

は個別財務諸表においては，セグメント情報の開示は要求されない。

今日において，わが国の基準，IAS第14号および SFAS第131号の間には
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かなりの隔たりがみられる。そこで，以降は目的適合性，信頼性，検証可

能性等の会計情報の質的特徴に着目しながら，各基準間を比較検討してみ

る。会計基準の国際的調和化が進展しつつある今日において，IAS第14号

および SFAS131号は，わが国をはじめとする諸外国のセグメント情報の開

示基準や実務に対して，現在及び将来にわたり重大な影響を及ぼすものと

えられる。

1-2開示基準の比較

1-2-1セグメントの種類

開示対象セグメントの定義には，同種・同系列の製品またはサービスに

基づく「事業系列別セグメント」と，何らかの地域区分に基づく「地域別

セグメント」，そして顧客に基づくものなどがある。わが国の事業の種類別

セグメント
(16)

，SFAS第14号の産業別セグメント
(17)

，SFAS第131号の全社ベー

スでの製品およびサービスに関するセグメント
(18)

および IAS第14号のビジ

ネス・セグメント
(19)

は，事業系列別セグメントとみることができる。

わが国の所在地別セグメント，国内売上高と海外売上高の区分および海

外売上高の地域区分
(20)

，SFAS第14号の国内事業と在外事業の区分，在外事

業の地域区分，国内売上高と輸出売上高の区分および輸出売上高の地域区

分
(21)

，SFAS第131号の全社ベースでの本国と海外諸国全体および本国と海外

の個々の国による区分
(22)

，および IAS第14号の資産または顧客の所在地によ

る地域区分
(23)

は，地域別セグメントとみることができる。

ここでの資産の所在地とは，企業の製造施設，またはサービス施設およ

びその他の資産の所在地を意味する。これに対して，SFAS第131号のオペ

レーティング・セグメント
(24)

は，企業の内部組織構造や内部報告制度に基づ

いて識別され，事業系列と地域のいずれか一方または双方の組み合わせに

基づく場合と，いずれにも基づかない場合とがある。

わが国の所在地別セグメントは，製品の製造元に基づく地域区分であり，

国内売上高と海外売上高の区分および海外売上高の地域区分は製品の販売
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先に基づく地域区分を意味している。SFAS第14号における国内事業と在

外事業の区分および在外事業の地域区分は，資産の所在地に基づく区分で

あり，輸出売上高は国内事業における海外の外部顧客への売上からの収益

も含まれると えられる。この場合，在外子会社からわが国の外部顧客へ

の売上高は，海外売上高には含まれない
(25)

。

SFAS第131号では，全社ベースの地域別セグメント情報として，外部顧

客からの収益を地域別に区分する際に，資産の所在地と顧客あるいは市場

の所在地のいずれを基礎とするかについては，経営者の判断に委ねられて

いる
(26)

。IAS第14号においても，地域別のセグメントの識別に際しては，資

産の所在地と顧客あるいは市場の所在地のいずれかに基づいて識別するこ

とも認めている
(27)

。

SFAS第14号は，実務上の負担を 慮して，事業系列別に分解することが

実務上実行不可能な在外事業をまとめて単一の事業系列別セグメントとし

て識別することとし，事業系列別セグメントが世界ベースで識別されない

ことを容認している
(28)

。このような処理については，SFAS第131号，IAS第

14号およびわが国の基準のいずれにおいても言及されていない。

1-2-2セグメントの識別方法

わが国の基準や SFAS第14号では，事業系列や地域に基づく各種セグメ

ントの識別に際しては，経営の多角化・国際化の実態が適切に反映される

ように，さまざまな判断基準が示されている。しかし，これらの基準も事

業区分や地域区分の最終的な決定は経営者の判断に委ねられている
(29)

。わが

国の監査委員会報告第53号「セグメント情報の監査に関する実務指針」で

は，開示された事業区分の妥当性を検証するうえで，事業区分についての

え方の合理性，事業区分の決定手順，事業区分における恣意性の介入，

経営方針や経営組織等との整合性等に留意することを求めている。

SFAS第131号と IAS第14号では，外部報告目的のセグメントの識別に

際して，企業の内部組織構造や内部報告制度に注目している。しかし，両

407キャッシュ・フロー計算書におけるセグメント情報の意義



基準には，開示対象セグメントの識別方法において重大な差異が認められ

ている。SFAS第131号は，オペレーティング・セグメントの識別に際し

て，事業系列や地域区分にかかわりなく，内部組織構造や内部報告制度に

基づいて識別することを要求している。IAS第14号においても，企業の内

部組織構造や内部報告制度を企業が直面するリスクと収益性の主要な源泉

と内容を識別するための基礎とみなして，セグメントの識別に際してそれ

らに着目することを要求している。しかし，IAS第14号は，企業の内部組

織構造や内部報告制度が事業系列と地域のいずれにも基づかないならば，

企業経営者はさらに組織の下位レベルの内部報告セグメントに着目しなが

ら，最終的に事業系列または地域に基づいてセグメントを識別することを

要求している
(30)

。

わが国の基準
(31)

， SFAS第14号
(32)

および IAS第14号
(33)

では，事業系列別セグ

メントに関して，外部から収益を得ていない事業区分を独立のセグメント

として識別することは要求されない。これに対して SFAS131号では，収益

の大部分あるいはすべてがセグメント間の内部取引からもたらされる事業

区分であっても，それがその企業の管理形態であれば，独立のオペレーテ

ィング・セグメントとして識別することが要求される
(34)

。わが国では，垂直

的に結合された事業でも，一部でも外部顧客から収益を得ている場合には，

独立のセグメントとして識別される可能性がある
(35)

。 SFAS第14号の場合

では，このようなケースでも，セグメントの識別は要求されないと えら

れる。IAS第14号では，外部顧客からの収益が50％未満のセグメントは開

示対象にはならない
(36)

。また，たとえ企業の内部報告制度が垂直的に統合さ

れた活動を別個のセグメントとして取り扱っていても，企業がそれらをビ

ジネス・セグメントとして外部に報告することを選択しなかった場合には，

売り手と買い手のセグメントを結合することが要求される
(37)

。

また，地域別セグメントについては，わが国の場合，外部顧客からの収

益が存在しないで，地域間の内部振替取引による収益だけが計上される地

域区分であっても，独立のセグメントとして識別することが求められる，
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これは，事業活動の地域性を重視するためとされている
(38)

。 IAS第14号で

は，異なる地域間の垂直的に結合された事業は，それぞれの地域の外部顧

客からの収益が50％未満の場合には，地域区分は要求されないと解釈でき

る
(39)

。

1-2-3セグメントの位置づけ

わが国の基準や SFAS第14号では，開示対象セグメントはすべて対等に

扱われる。これに対して SFAS131号では，オペレーティング・セグメント

が基本的なセグメントとされる。オペレーティング・セグメントは企業の

内部組織構造に基づいて定義されるため，事業系列または地域区分に一致

する場合もあれば，一致しない場合もある。SFAS第131号では，オペレー

ティング・セグメントで提供されない情報を捕捉するために，全社ベース

で事業系列や地域別セグメント情報を開示することが要求される
(40)

。これら

の両セグメントには，開示が要求される情報の範囲に差異がある。

IAS第14号の場合でも，企業のリスクと収益性の主要な源泉に基づい

て，事業系列と地域に基づくセグメントのいずれか一方を基本的報告様式

で，他方を補足的報告様式で開示することが要求される
(41)

。いずれのセグメ

ントを基本的報告様式または補足的報告様式で開示するかについては，経

営者の判断に委ねられている
(42)

。そのため，両報告様式には，開示される報

告の範囲に差異がある。

1-2-4セグメントの重要性判定基準

開示の対象となる事業系列別セグメントの識別に際しては，わが国の基

準
(43)

，FASB
(44)

および IASC
(45)

の各国基準のいずれも内部取引高を含む売上高，

営業損益および資産のいずれかが，それぞれの合計額の10％以上であるセ

グメントの開示求められる（「10％基準」）。これに対して，所在地別セグメ

ントの識別については，わが国の基準
(46)

や SFAS第14号
(47)

では，わが国では内

部取引高を含み，FASBではこれを除く売上高と資産が10％基準の判定対
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象とされる。このために，所在地別セグメントについては，たとえ営業利

益や営業損失が10％基準を満たしていても，売上高と資産が全体の10％未

満であるセグメントは開示対象としなくてもよいことになる。また，10％

基準の判定対象が同じであっても，判定対象となる財務数値の計算に含ま

れる項目が，各国基準や各企業の間で異なっている可能性もある。

IAS第14号は，補足的報告様式で開示されるセグメントの識別に際し

て，外部顧客への売上高と資産の帳簿価額のいずれかを10％基準の判定対

象としている
(48)

。SFAS第131号の場合では，全社ベースの事業系列別あるい

は地域別セグメントの識別に関しての重要性判定基準はみられず，情報開

示の実行可能性だけが問われることとなる
(49)

。ここでの情報の開示が実行不

可能な場合とは，必要な情報が利用できないで，かつそれを作成するため

のコストが課題になった場合である
(50)

。

わが国では，事業系列別セグメントについて，内部取引高を含む売上高，

営業損益および資産のすべてが，全セグメントベースでのそれぞれの合計

額の90％を超えるセグメントが存在し，かつ，上記の10％基準を満たすセ

グメントが存在しない場合，当該セグメント情報を開示しないことができ

る（「90％基準
(51)

」）。所在地別セグメントについては，売上高と資産が90％基

準の判定対象とされる
(52)

。このことは，所在地別セグメントについては，売

上高と資産が90％基準を満たしておけば，たとえ営業利益または営業損失

が10％基準を満たすセグメントが存在していても，開示しなくても良いこ

ととなる。SFAS第14号では，事業系列別セグメントについて同様な基準が

みられるが
(53)

，SFAS第14号の所在地別セグメントをはじめとして，SFAS第

131号および IAS第14号のいずれのセグメントについても90％基準はみら

れない。

また，開示対象セグメント数の下限について，SFAS第14号は，事業系列

別セグメントについては全開示対象セグメントの外部顧客からの収益の合

計が，全事業系列セグメントの外部顧客からの収益合計の75％になるまで，

セグメントを追加的に識別することを要求していた
(54)

。SFAS第131号ではオ
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ペレーティング・セグメント
(55)

，IAS第14号では事業系列別と地域別の双方

のセグメント
(56)

について，SFAS第14号と同様な75％基準がみられる。これ

に対してわが国では，事業系列別と所在地別いずれのセグメントについて

も，開示対象セグメントの内部取引を含む売上高または資産の合計額が，

全セグメントの内部取引を含む売上高または資産の合計額のそれぞれ50％

以下である場合には，その理由等の開示が要求されるにとどまっている
(57)

。

1-2-5セグメントの財務情報

⑴ セグメントにおける開示項目

わが国
(58)

や SFAS第14号
(59)

の事業系列別セグメント，および IAS第14号
(60)

の

基本的報告様式で開示される事業系列別セグメントでは，売上高または収

益，営業損益または経常損益，資産，減価償却，減耗償却費および繰延資

産や無形固定資産の償却費，および資本的支出の金額の開示が要求されて

いる。SFAS第14号
(61)

や IAS第14号
(62)

では持分法適用投資先について，持分法

による投資損益および同投資先への投資額等の開示が要求される。IAS第

14号ではさらに，有形および無形固定資産の償却費以外の重要な非資金的

費用でセグメント別損益の計算に含まれる費用の総額や負債の開示が要求

される
(63)

。 IAS第14号の補足的報告様式で開示される事業系列別セグメン

トについては，外部顧客からの収益，資産の帳簿価額の総額，および有形

および無形固定資産の当期における取得額の総額の開示が要求される
(64)

。

わが国の基準
(65)

や SFAS第14号
(66)

の所在地別セグメントでは，売上高または

収益，営業損益または経常損益および資産の開示が要求される。SFAS第14

号では，営業損益に替えて，純利益，または営業損益と純利益の間のその

他の収益性の尺度の開示も認めた。IAS第14号では，基本的報告様式で開

示される地域別セグメントについては，事業系列別セグメントと同項目の

開示が要求される。IAS第14号の補足的報告様式で開示される地域別セグ

メントについては外部顧客からの収益，資産の所在地に基づく地域別セグ

メントについては資産の帳簿価額の総額および有形または無形固定資産の
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当期における取得額の総額の開示が要求される
(67)

。

これに対して，SFAS第131号のオペレーティング・セグメントについて

は，最高業務意思決定者によって検討される損益と総資産とともに，次の

項目がそれらの計算に含まれる場合は，別途に開示が要求される
(68)

。損益に

関しては，外部顧客からの収益，セグメント間の内部取引から生じる収益，

受取利息，減価償却費，減耗償却費および無形固定資産の償却費，非経常

項目，持分法における投資利益，法人税および法人税還付額，異常項目，

および上記償却額を除く非現金支出項目，また，資産に関しては，持分法

適用会社への投資額，および金融資産等を除く長期性資産への追加的支出

額である。

SFAS第131号の全社レベルでの事業系統別セグメントについては，実行

不可能でないかぎり，外部顧客からの収益の開示が要求される
(69)

。また，全

社レベルでの地域別セグメントでは，実行可能であるかぎり，外部顧客か

らの収益，および金融資産等を除く長期性資産等の開示が要求される
(70)

。

⑵ 収益性に関する情報

収益性の尺度として開示が要求されるセグメント別損益は，セグメント

別収益からセグメント別費用を差し引いて計算される。各国基準で定義さ

れる事業系列別および地域別セグメントの収益には，一般に外部顧客への

売上からの収益と，セグメント間の内部取引から生じる収益が含まれ，そ

れらは区分して記載することが要求される。わが国の基準の場合は，それ

が困難であれば一括して記載することも認められる
(71)

。わが国の海外売上高
(72)

や SFAS第14号の輸出売上高
(73)

， SFAS第131号の全社ベースの事業系列別

および地域別セグメント
(74)

，および IAS第14号の補足的報告様式で開示が

要求される事業系列別および地域別セグメント
(75)

の収益は，外部顧客への売

上からの収益である。

営業損益については，わが国では営業損益にかえて経常損益を開示する

ことが認められている
(76)

。 SFAS第14号では企業外部からの受取利息やセ
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グメント間の売上債権からの受取利息は，その利息が得られる資産がセグ

メント固有の資産に含まれている場合には，セグメント別収益に含めるこ

とが要求されている
(77)

。他のセグメントに対する前渡金や貸付金から得られ

た利息は，主たる営業活動が財務的性格のセグメントを除いてセグメント

別収益には含めないものとされる。また，SFAS第14号では，営業損益を計

算するうえで，全社レベルの収益，全社的一般経費，支払利息，法人税，

持分法による投資損益，異常項目，および少数株主持分等は含めないもの

としている
(78)

。これに対して SFAS第131号では，それらの項目は，オペレー

ティング・セグメントについて，最高業務意思決定者によって検討される

セグメント別損益の計算に含まれる場合には別途，開示が要求される
(79)

。

IAS第14号では，営業の大部分が当該セグメントの範囲内である持分法

適用投資先からの持分法による投資損益および比例連結適用会社からの投

資損益は，連結ベースの収益に含まれる場合にかぎり，セグメント別損益

の計算に含めることを要求している
(80)

。異常損益項目，および利息や配当収

入等の金融関連の損益は，わが国の基準や SFAS第14号と同様に，セグメ

ント別損益の計算には含まれない
(81)

。

セグメント別損益は，セグメント別収益から差し引かれる営業費用の大

きさによって規定される。わが国
(82)

，FASB
(83)

および IAS
(84)

の各国基準では，セ

グメントに直接課すことができない営業費用は，各企業の実情に即した合

理的な配賦基準で配賦される。しかし，具体的にどの費用が直接課すこと

ができない費用に属するかについては，その企業の固有の事情により異な

る。わが国の基準では，全社的一般経費は，各セグメントに直接課すこと

はできず，かつ各セグメントの受ける便益の程度が直接把握できない営業

費用とみなされる。これを各セグメントに配賦するかどうかは企業の判断

に委ねられている
(85)

。これに対して SFAS第14号では，経費の性質によっ

て，セグメント関連経費となるかどうかが決定され，全社的一般経費はセ

グメント関連経費とはみなされないで，配賦計算がおこなわれる余地はな

いものとみなされる
(86)

。 IAS第14号は，全社レベルで発生する費用でも，セ
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グメントに関連した経費については，セグメントに直接課すことができる

か，または合理的な基準で配分できる場合にはセグメント別費用とみなし

ている
(87)

。このようにいずれの基準でも，使用された配賦基準の開示は要求

されないことになる。

⑶ 資産に関する情報

わが国では，連結財務諸表に記載された資産は，セグメント固有資産と

全社資産に区分される。セグメント固有資産はさらにセグメント専用資産

とセグメント共用資産に区分される
(88)

。これらの資産には，有形，無形，流

動，固定という種類に区分なく，すべての資産が含まれる。共用資産は，

合理的な基準で各セグメントに配賦することが要求される。この際に，貸

倒引当金等の評価性引当金も関連資産に対応して配分される
(89)

。全社資産は，

セグメントへの配分が不能または適当でない等の理由で，特定のセグメン

トに配分されなかった資産を意味する。そして，全社資産の識別は経営者

の判断に委ねられている
(90)

。

わが国の基準
(91)

， SFAS第14号
(92)

，および IAS第14号
(93)

のいずれにおいても，

セグメント別資産とセグメント別損益の関連づけが強調されている。

SFAS第14号および IAS第14号では，セグメント別資産の範囲を営業用資

産に限定している。したがって，主たる営業活動が財務的性格を有するセ

グメントを除き，他のセグメントへ前渡金や貸付金をセグメント固有資産

に含めることは認められない。また，IAS第14号では，持分法による投資

損益や比例連結による投資損益がセグメント別収益に含まれる場合には，

持分法適用投資先に対する投資額や比例連結により処理される共同事業体

の営業上資産に対する持分をセグメント別資産に含めることが要求される
(94)

。

SFAS第14号では，持分法による投資損益はセグメント別営業損益の計算

には含めないが，事業系列別セグメントに関して，事業が垂直的に結合さ

れている持分法適用投資先については，持分法による投資損益と純資産へ

の投資額を，別途，開示することが求められる
(95)

。SFAS第131号ではオペレ
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ーティング・セグメントに関して，持分法適用会社への投資額や，金融資

産等を除く長期性資産への追加的支出額が，最高業務意思決定者によって

検討されるセグメント別資産の計算に含まれる場合には，別途，開示が要

求される
(96)

。

1-3先行研究にみる財務分析上の課題

ここでは，FASBの SFACにおいて公表されている財務報告の目的か

ら，セグメント情報の目的を明確にし，セグメント情報を利用する際の課

題を検討する。

既に第２章において検討した1978年に FASBが公表した SFAC第１号

において，営利企業の一般目的外部財務報告の基本目的は，次のものであ

った。

現在および将来の投資者，債権者その他情報利用者が合理的な投

資，与信およびこれに類似する意思決定をおこなうのに有用な情報

を提供しなければならない
(97)

。

さらに，具体的には，投資者，債権者およびその他の情報利用者が，当

該企業への正味キャッシュ・イン・フローの見込み額，その時期およびそ

の不確実性を予め評価するうえで有用な情報の提供を求めている
(98)

。そのよ

うな情報として，稼得利益およびその内訳要素の測定によって提供される

企業の業績に関する情報をはじめ，企業の流動性または支払能力を評価す

るために有用な経済的資源，債務および出資者持分に関する情報をあげて

いる
(99)

。セグメント情報に関しては，SFAS第14号
(100)

と SFAS第131号
(101)

はいず

れも SFAC第１号と同様な立場をとっている。

つづいて，セグメント情報を利用した場合において，セグメント情報開

示基準に関する課題について，先行研究をもとに検討してみる。

末政［1993］では，外部利害関係者の視点から，1977年から1991年まで

の IBM 社により公表されたセグメント財務情報を用いて財務分析をおこ

なっている。ここで使用されているセグメント情報は，主として株主宛年
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次報告書と SECへの提出用の有価証券報告書（Form10-K）に記載されて

いるものである。いずれの報告書も SFAS第14号と Regulation S-Kが適

用されている。

ここでは，事業系列別と地域別の各セグメントについて，個々のセグメ

ントの独立的評価，各セグメントの全社的業績への貢献度を重視した評価，

および全社的な枠組みのなかでの他のセグメントとの相互依存関係を重視

した評価の視点から分析している。

期間比較上の問題点は次のようなものである。分析対象期間において株

主宛年次報告書と From10-Kのいずれにおいても，事業系列別と地域別の

セグメント情報の記載順位の変更，名称も含めた事業区分の変更，および

地域区分の変更がみられる。開示対象セグメントの変更によって開示項目

についても変化がみられる。したがって，同一の企業内での期間比較をお

こなうに際しては，修正再表示された情報をつなぎ合わせる作業が必要と

なる。この場合，同一年度分の数値が修正再表示される都度，変化するた

めに，同一基準に基づく数値を利用した比較は修正再表示される年度分に

限定されることとなり，四ヵ年を超える長期間の比較は困難となることが

判明した
(102)

。

また，セグメント情報固有の課題は次のようなものである。事業系列別

のセグメントの財務情報による収益性の分析では，他のセグメントへの振

替高の受入側の情報である他のセグメントからの振替高が開示されていな

いことが，全社的な枠組みのなかでのセグメント間の相互依存関係を重視

した評価の妨げとなる。事業系列別セグメントによる資本的支出に関する

分析では，セグメント固有資産の内訳，つまり固定資産と流動資産の区別

や償却資産と非償却資産の区別がされていないために，セグメント固有の

固定資産残高と固定資産投資額の関係や減価償却費と償却された固定資産

の関係に関する分析ができない。事業系列別セグメント情報による成長性

の分析では，セグメントに配分されない資産が存在するために，各セグメ

ントの固有資産の傍系と連結ベースの資産が関係する比率，たとえば，全
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セグメントベースの固有資産営業利益率と連結ベースの総資産営業利益率

や，全セグメントベースの固定資産回転率と連結ベース総資産回転率の伸

び率や成長傾向の関係が不明確になる。また，セグメント固有資産に固定

資産以外の資産が含まれるために，減価償却費と固定資産投資額や，固定

資産投資額と固定資産残高の伸び率や成長傾向の関係が不明確になる
(103)

。

地域別セグメントの情報による収益性の分析では，セグメント固有資産

の内訳表示とともに，資本的支出額や減価償却費等の開示の必要性が指摘

されている
(104)

。また，商品の地域間での振替にともなう内部振替損益の実現

部分と未実現部分がセグメント別に開示されていないために，セグメント

ベースの売上高純利益率と連結ベースのセグメント別売上高純利益率の計

算構造上の差異を除去することができないため，両比率の関係が不明確に

なる
(105)

。同様に，セグメント固有資産については，地域間の振替額が地域別

に開示されないために，セグメントベースの固有資産回転率と連結ベース

のセグメント別固有資産回転率の計算構造上の差異から両比率の関係が不

明確になる
(106)

。さらに，地域別の減価償却費や営業利益の情報が開示されな

かったために，セグメント別売上高に対して減価償却費や営業活動による

キャッシュ・フローを関係づけた分析もできない。地域間振替取引につい

て，受入側の情報が開示されないことや，地域間振替にともなう内部振替

損益の実現部分と未実現部分が地域別に開示されていないことは，全社的

な枠組みのなかでの地域間の相互依存関係を重視した収益性の評価の妨げ

にもなっている
(107)

。

1-4開示実態からの課題

セグメント情報の開示実態に関する分析は，事業系列別セグメントにつ

いては，SFAS第14号から SFAS第131号へと移行することにともない，セ

グメント情報を開示する企業数，開示されるセグメント数および開示項目

数が全体として増加し，セグメントの定義や開示項目が企業間でますます

多様化していることを示している。地域別セグメントについては，開示さ
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れるセグメント数の増加は見られるが，開示項目数の著しい減少もみられ

る
(108)

。

SFAS第131号では，開示対象セグメントは経営者の経営意思決定の所産

である内部組織構造や内部報告制度に基づいて識別され，開示が求められ

る情報は，経営者の意思決定に際して使用されるか否かにより決定される。

さらには，情報の入手可能性やコスト面での実行可能性に関する経営者の

判断もまた，開示対象セグメントの識別や開示項目を左右することとなる。

つまり，SFAS第131号では，セグメント情報の認識，測定，報告のすべて

の面において，経営者の判断に委ねられているということが多くみられる。

SFAS第131号は，外部報告目的でのセグメント識別に際して，マネジメ

ント・アプローチを導入することの利点として，①「経営者の目を通して」

企業をみる能力が企業の将来のキャッシュ・フローを予測する能力を高め

ること，②内部報告目的で作成された情報が利用できるために，情報作成

コストの低減が図られること，③内部組織構造に基づくセグメントの識別

は，「産業」に基づくよりも客観性が高いことをあげている
(109)

。ここでは，経

営者の経営戦略がセグメント情報に重要な影響を及ぼすことが前提とされ

ており，セグメント情報の開示の実態はその効果をあらわすものと える

ことができる。

これに対して，SFAC第１号では，「企業の成否は，多くの要因の相互作

用の結果」であって，「経営者の能力および業績は貢献要因であるが，……

経営者の統制の範囲をしばしば超える事象および環境要因も貢献要因」で

あり，「財務報告は，特定の経営者の支配下にあった一会計期間の企業に関

する情報を提供するが，当該企業の経営者の業績に関する情報を直接に提

供するわけではない」と述べている
(110)

。このことは，企業の業績が，企業の

内部貢献要因と外部貢献要因の複合的な成果であることを意味している。

SFAS第131号は，企業業績の評価において企業の内部貢献要因をより重

視しているのに対して，わが国の基準，SFAS第14号および IAS第14号

は，企業の外部貢献要因をより重視しているようにみることができる。し
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かし，企業の内部貢献要因と外部貢献要因のいずれが将来の企業業績に重

要な影響を及ぼすかについては，個々の状況により異なると思われる。

セグメントの識別方法，営業費用や資産の配分方法が企業によって異な

るために，従来からセグメント情報の有用性は企業間比較の分析では極め

て限定的であるといわれてきた
(111)

。そのため，セグメント情報の継続性を確

保するための方策が基準に盛り込まれ，セグメント情報は同一企業を前提

とした時系列分析において，その役割が期待されてきた。しかし，企業に

おける事業の内容は時代とともに変化し，戦略的展開によっても大きく影

響を受けるため，多角経営の実態を反映した開示をおこなうことと継続性

の維持を両立させることは，セグメント情報の作成側にとって困難をとも

なう問題になると思われる。SFAS第131号において，情報の期間比較可能

性を改善することが，情報の目的適合性または信頼性を破壊し弱める可能

性があるとしている
(112)

。

IAS第14号が，1993年のおける IASCの「財務諸表の比較性改善プロジ

ェクト」に基づき，代替的方法を制限することによって形式的な比較可能

性を高めることを求めたのに対して，SFAS第131号のマネジメント・アプ

ローチが，経営戦略という主観的な経営者の え方の把握および評価を可

能にするという意味で，企業間の経営戦略の実質的な比較可能性を高めた

と主張される。この場合には，同一企業内での会計処理や手続の継続性は，

形式的な期間比較可能性を確保するための方策とみることができる。実質

的な意味での企業間比較や期間比較では，企業間あるいは年度間でのセグ

メント情報の多様性こそが分析の対象とされることになる。そうした分析

では，将来のキャッシュ・フローを予測するために有用な情報をいかにし

て導出するか，また，経営者の経営戦略上の判断とセグメント情報の操作

を意図した恣意的な判断をいかにして区別するかということが課題になる

と えられる。また，同一企業内でのセグメント間の相互依存関係等とい

った経営戦略のダイナミックな変化を的確に反映した情報に対する要求が

一層に高まると えられる。その意味において，セグメント間の内部取引
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に関する情報をさらに充実させることも重要な課題になると えられる。

２．セグメント別キャッシュ・フロー情報の意義

第１節で検討したように，事業系列別および地域別のセグメント情報は，

ある一定の有用性が確認できたといえる。しかし，企業の外部貢献要因と

内部貢献要因を経営者の判断に委ねてセグメント情報に盛り込むことには

限界があるように思われる。ついで検討してみるのは，セグメント別のキ

ャッシュ・フロー情報についての有用性である。

確かに，わが国においても連結ベースでの財務情報は主流になりつつあ

る。このようななかで，企業集団あるいは企業グループの連結財務業績だ

けを使用し，当該グループの収益力や財務体質を判断することはできない

と える。その理由には，多角化，国際化の進んだ企業グループでは，事

業特性や地域特性を異にする事業群からなる複合体であるからである。そ

のために，各事業・地域ごとの収益性，成長性，リスクの程度といった内

容は，各セグメントが直面する事業環境に則した成果ないしは予測および

目標値として把握されなければならない。企業グループのセグメント情報

が注目されるのは，グループ内外の利害関係者にセグメントごとの詳細な

情報を提供し，各事業・地域と企業グループ全体の財務業績に関する意思

決定を支援するためである。

2-1キャッシュ・フロー情報の必要性

連結キャッシュ・フロー情報は，次のような戦略的意味を持つことから，

企業グループ船体の戦略行動の分析や決定に応用することが可能である
(113)

。

① 減価償却方法等，会計方針の変更で変わる可能性のある会計上

の利益に比べて，より性格に企業グループの収益性の動向を表

現する。

② 企業グループの将来キャッシュ・フローの獲得能力評価のため

の基礎となる。
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③ 長・短期の支払能力がわかる。

④ 戦略的競争力と成長活力を表現する資本的支出と投資の指標を

することができる。

⑤ 数期間の比較をおこなえば，長期的な現金収支の動向を知るこ

とができる。

⑥ わが国においては，バブル崩壊後より土地担保融資は困難な状

況となり，銀行や資本市場からの資金調達には，現在のキャッ

シュ・フローと将来におけるキャッシュ創出の潜在的な能力を

担保情報として開示する必要性が生じたが，この要求を満たす

ことができる。

このような根拠により，企業グループ全体の現金収支と財政状態の変動

要因を把握するのに役立つこととなり，キャッシュ・フロー情報自体の有

用性はあると えられる。

2-2セグメント別キャッシュ・フロー情報の必要性

このように，キャッシュ・フロー計算書がもたらすキャッシュ・フロー

情報には戦略的な意味を持つことがわかる。ここでの戦略的とは，ある企

業の経営意思決定者がある目的の達成を目指しておこなう企業活動という

ことができるだろう。しかし，連結キャッシュ・フロー計算書においては，

各項目ごとの連結企業グループ全体の金額しか把握できないために，戦略

的情報としては不十分であるといわざるを得ない。たとえば，営業活動に

よるキャッシュ・フローをみても，各年度ごとにどのような種類の事業が

多くの資金を獲得し，連結企業グループ全体のキャッシュ・フロー業績に

貢献しているのかについては判断できない。また，投資活動によるキャッ

シュ・フローについても，各事業セグメントごとにどの程度の投資をおこ

なっているのかという内訳までは示されない。そのために，たとえば，将

来においてキャッシュ・フロー創出能力に優れていると えられる成長事

業への投資が適切におこなわれているかどうかについては判断できない。

421キャッシュ・フロー計算書におけるセグメント情報の意義



こうしたことから，セグメント別キャッシュ・フロー情報が必要であると

えられる。

セグメント情報をキャッシュ・フロー計算書に結合してセグメント別キ

ャッシュ・フロー計算書を作成することは，企業において，より戦略的に

重要であると える。その根拠として，経営意思決定者においては，各事

業の価値を評価の手助けとなり，投資者や債権者および将来において企業

の従業員となる潜在的な人員に対しても，事業部門別キャッシュ・フロー

情報を提供できることとなるためである。これらのことは，企業が今後さ

らにグローバルな資金調達を可能にし，優秀な人材の確保といった経営に

おける戦略的課題をクリアにするために不可欠な情報となると えられる

からである。

特に，営業活動にともなう現金収入は，現状の開示情報を用いて各事業

セグメントからの営業利益と減価償却費の合計額をセグメント別に把握す

ることが可能となる。また，投資活動にともなう現金支出としての資本支

出においても，セグメント別に明らかとなる。これらの関係から，各事業

セグメントの資金過不足の状況について，概要ではあるが，全社的収支項

目とのつながりのなかで理解できることになる。しかし，これらのことは

セグメント別キャッシュ・フロー計算書の機能を部分的に果たしているこ

とに過ぎないのである。

1971年，FASBにおいて，キャッシュ・フロー計算書は財政状態変動表

に代わり，正式に基本財務諸表の一つとされ，作成および開示のための会

計処理の指針がAPBにより公表された。しかし，既に1969年の時点におい

て，Rappaportと Lernerにより，セグメント別財政状態変動表が提案され

ていた
(114)

。

それには，当該計算書は，新しく投資がおこなわれたセグメント，利用

可能な資金を生み出すセグメントとその資金を利用するセグメント等を明

らかにするものであった
(115)

。また，高成長の見込まれる事業に資金が拘束さ

れているのか，または低成長事業の維持のための資金が配分されているの
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か等を明らかにし，外部資金調達の必要性の有無を判断するための解答も

与えてくれるものであった。

そして，これらの情報が，企業の利益と配当の成長に関心を持つ投資家

の意思決定に役立つことを強調している。しかし，実際にはこれらの情報

は，経営者の企業戦略の一環としての事業にかかわる意思決定や，財務戦

略にかかわる意思決定にも応用できる情報であることはいうまでもない。

2-3識別と決定基準

セグメント別キャッシュ・フロー計算書の有用性を決定づけるその根幹

にかかわる問題としては，セグメンテーションの方法にもあることに着目

しなければならない。IAS第14号においては，企業の組織構造と内部報告

は，そのセグメントを識別する基礎であるとしている
(116)

。また，取締役会お

よび最高経営意思決定者に対して，過去の業績評価および将来の資源配分

に関する意思決定のための情報が提供されている組織構造をセグメントと

定義することも明確にしている
(117)

。つまり，これがマネジメント・アプロー

チである。この定義に忠実に従うならば，外部報告目的セグメントと最上

位の内部管理目的のセグメントと両セグメント間の実質的な差は狭まるこ

とになる。

特に，トップマネジメントに対して，将来の資源配分に関する意思決定

のために情報が提供されている組織構造単位をセグメントとするというこ

とは，戦略的計画設定のなかの重要な一要素である資源配分に関する意思

決定への役立ちを 慮したセグメントという戦略的プランニングの側面と

しての定義にほかならない。また，トップマネジメントに対して，過去の

業績評価のための情報が提供されている組織構造単位については，戦略的

に重要で分権化のレベルが投資責任にまで及ぶ内部管理目的のセグメント

を想定していると解釈することも可能であり，これは戦略的コントロール

の側面であることになる。その結果として，これらはまさに，企業戦略レ

ベルのセグメントにほかならない。
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また，IAS第14号では，財務会計としての目的からセグメント別キャッ

シュ・フローの開示は推奨している
(118)

。しかし，マネジメント・アプローチ

に準拠したセグメント別キャッシュ・フロー情報であれば，企業戦略に応

用するための要約的な情報にもなりえることも 慮すべきである。

また，マネジメント・アプローチに準拠したセグメント別キャッシュ・

フロー情報の作成をおこなうまでもなく，外部報告セグメントの決定にあ

たり，各製品が持つ成長性，収益性，危険性の相違を判断するために 慮

すべき三つの要素は，元来において戦略的視点を持つものであったといえ

る。それは，表１に示すように，日本公認会計士協会，FASBによる SFAS

第14号
(119)

，が示した外部報告セグメント決定に際して 慮すべき三つの要素

をみると，Abell
(120)

が示した事業ドメインまたは事業を定義する際に用いら

れる三次元の要素に，それぞれが対応していることがわかる。

つまり，外部報告セグメントの識別・決定にあたっては， 慮すべき三

つの要素が企業または企業グループの事業ドメイン決定という戦略的プラ

ンニングの重要な要素に関係しているということである。そして，現状の

企業グループの外部報告セグメントの実態はもとより，本質的に外部報告

のためのセグメンテーションの基準も戦略的視点を重視していたと える

ことができる。これらのことについては，SFAS第14号にある三つの要素の

うち，特に「市場またはマーケティングの方法」に基づく製品のグループ

製

品
技 術（代替的)

製造方法・製造過程

の類似性
製造工程の性質

顧客機能（ニーズ) 使用目的の類似性
製品（またはサービ

ス）の性質

市場またはマーケテ

ィングの方法

市場および販売方法

の類似性
顧客層（グループ)

SFAS第14号日本公認会計士協会

外部報告セグメント決定の際に 慮すべき

要素事業の定義の

３ 要 素

表１ 事業決定要素と外部セグメント決定要素との対応関係
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化がプロダクト・ポートフォリオ・マネジメント（「PPM」）の観点と類似

していることがあげられる。

結びにかえて

セグメント別キャッシュ・フロー計算書を検討するなかで，いくつかの

問題点が明らかになった。そこで，最後にその問題点を整理してみる。

⑴ 企業間比較および経営実態反映

これは，セグメンテーションはどのようにあるべきかというセグメント

に関する会計の根幹にかかわる問題と思われる。企業間比較は，すべての

企業が標準産業分類に従えば，容易に比較は可能となるかもしれない。し

かし，セグメントに関する会計の現代における主目的は，企業グループの

多角化した事業業績の実態を利害関係者に知らしめることにある。標準産

業分類では画一的で企業の実態を正確にあらわすことは不可能であるかも

しれない。これに合わせて，企業自体が多角化をおこなっているわけでは

なく，市場のニーズと自社のコア能力が合致したところに事業を見いだし

ているのが現実である。また，現状では，各事業セグメントの区分の仕方

が違い，企業グループ間の戦略の違いを明らかに表していることを 慮す

ると，それらの差異から戦略行動を比較し，各事業セグメントのキャッシ

ュ・フロー分析と評価をおこなう必要が生じることになる。

⑵ セグメント別貸借対照表情報

事業別貸借対照表を作成している企業では，それらを階層的に積み上げ

ることをすれば，この作成は内部的には可能となるであろう。しかし，こ

れらを外部報告用として，どの程度のレベルにおいて開示するのかという

問題が生じることになる。
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⑶ 地域別セグメントとのマトリックス

IAS第14号では，事業別セグメントと地域別セグメントのマトリックス

の必要性が述べられている
(121)

。セグメント別キャッシュ・フロー情報もこれ

に準じてある一つの事業セグメントにおいても地域が異なればキャッシ

ュ・フローを決定づける環境要因からの影響度も大きく異なることが推察

できる。こうしたことを十分に理解したうえで，地域別に再分割したサブ

のセグメントのレベルにおいても，キャッシュ・フロー分析と評価をおこ

なう必要がある。その際には，PPM においても，成熟，成長，育成，縮小

等の戦略的役割が異なればプロットも地域別にわけておこなうことが必要

と思われる。

⑷ 財務会計と管理会計の混同

セグメント別財務報告は，本来であれば，管理会計の分野に属するもの

である。経営の多角化などが進展する企業は当然ながら，株式公開をする

企業であれば，経営管理上の必要性から，企業をいくつかのセグメントに

区分し，その損益動向を把握する手法はおこなっているはずである。

このセグメント別情報は，それぞれの企業の事業管理上の必要に応じ，

任意の基準により設定されるものである。これは，企業の必要性によるも

のであるため，セグメンテーションについては各企業共通の基準を設ける

必要はない。つまり，セグメント別財務情報に企業間比較を期待すること

はできないことになる。それは。IAS第14号においても同様の意見を取り

上げている
(122)

。

しかし，その一方では，セグメントを変更したときは，変更の性質，変

更の理由および変更による影響額を開示しなければならないとしている
(123)

。

管理会計上の要請によって設定されるセグメントについては，特に急速な

成長を遂げている企業において，その変更は当然のことであり，実態に合

わなくなってしまったセグメント体系を維持することはない。つまり，変

化自体が常態であるともいえるセグメントについて，変更の都度，その理
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由を説明し，さらには変更による影響額も開示しなければならないという

ことは，財務会計による管理会計の干渉と えられる。

セグメント別財務情報の開示に継続性が要求され，強行されるような事

態は，企業としては，管理会計用のセグメントとは別に，財務会計用とい

える外部報告用の固定的なセグメントを用意する必要がある。このことは，

企業に対して大きな犠牲を強いることとなり，その結果として得られる情

報は犠牲のうえに成り立つ価値のある情報とはいえないと える。

⑸ 企業秘密の漏洩

セグメント別に企業の財務情報を開示することは，場合によっては，企

業秘密の露呈につながる危険性がある。

IAS第14号では，事業系列別セグメントおよび地域別セグメントについ

てそれぞれ各別にその財務情報を開示しなければならないとしている。そ

こで，商品もしくはサービスの種類別損益状況の一覧表を公開することに

なれば，他の商品に比べて利益率の高いものについては，顧客から値引き

を要求されることにつながり，企業の業績を悪化させるような結果を招く

ことにもなりかねない。そして，利益率の高い商品等の一覧表を公開する

ことになれば，同業他社を刺激して競争激化を招き，やはり結果として業

績の悪化の原因となりうる。また，単一の商品またはサービスを扱う企業

においては，輸出先の国別に収支状況を公表すると，場合によればダンピ

ングとして国際問題にまで発展する危険性もある。

いずれにしても，セグメント別財務情報を開示することが，当該企業の

業績向上に寄与することは えられない。その反面として，業績悪化を招

来することは程度の差はあるかもしれないが確実なのではないだろうか。

IAS第14号においては，「セグメントに関する情報を開示すると，競争関

係にある他の企業がより詳細な情報を利用することができることとなって，

このために企業の競争的地位が弱まるという懸念があるときは，ある種の

セグメント別情報については開示しないことが適切であると えている
(125)

」
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としている。これは妥当な判断であるが，この基準に準拠してセグメント

別財務情報を開示するとしても，結果として何ら利用する価値のない情報

となれば，本末転倒になってしまう。企業に犠牲を強いるだけで何らベネ

フィットもない情報となる危険性も えられる。このことは，企業の犠牲

のうえに成り立ち，つまり企業内における作成コストの発生という犠牲が

生じ，その結果としてセグメント別財務情報があることを忘れてはならな

い。
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